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 富山県興行場の公衆衛生上の基準を定める条例施行規則及び富山県興行場法施行 

規則の一部を改正する規則を次のように定め、公布する。 

  令和２年３月25日 

                    富山県知事 石  井    一  

富山県規則第11号 

   富山県興行場の公衆衛生上の基準を定める条例施行規則及び富山県興 

   行場法施行規則の一部を改正する規則 

 （富山県興行場の公衆衛生上の基準を定める条例施行規則の一部改正） 

第１条 富山県興行場の公衆衛生上の基準を定める条例施行規則（昭和59年富山県 

 規則第40号）の一部を次のように改正する。 

  第３条各号列記以外の部分中「第３条第５号」を「第３条第４号」に改め、同 

 条第３号を削る。 

  第４条各号列記以外の部分中「第３条第６号」を「第３条第５号」に改め、同 

 条第２号中「、喫煙所」を削る。 

  第５条各号列記以外の部分中「第３条第７号」を「第３条第６号」に改める。 

  第６条各号列記以外の部分中「第３条第８号」を「第３条第７号」に改める。 

  第８条中第１号を削り、第２号を第１号とし、第３号を第２号とし、第４号を 

 第３号とする。 

 （富山県興行場法施行規則の一部改正） 
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第２条 富山県興行場法施行規則（昭和59年富山県規則第41号）の一部を次のよう 

 に改正する。                                
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   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 第２条の規定による改正前の富山県興行場法施行規則に定める様式による用紙 

 は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。 

                             （生活衛生課）  
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